
社会保険労務士法人ＷＩＬＬニュース。【2026年版】
労務担当者のための実務カレンダー（法改正付き）。

📣注目ポイント：記事の最後にダウンロード可能な「人事労務　実務カレンダー（2026年法
改正付き）」をご用意しています。ご活用ください。

労務担当者は、給与計算など毎月の定例業務のほか、年に1回から数回発生する年間業務、さ
らには随時発生する業務にも対応しなくてはなりません。

そのためにも年間スケジュールを把握し、段取りよく業務を進めることが大切です。

今回の記事では、労務担当者の業務について、2026年の法改正も交えながら月別に解説しま
す。

1月の業務
【法定調書の提出】

2025年の年末調整業務の完了後、源泉徴収票や支払調書などの法定調書を法定調書合計表と
ともに提出します。

（提出期限）2026年2月2日（月）（※1）

（提出先）管轄の税務署



※1：原則1月31日。土日祝にあたる場合はその翌々日または翌日（平日）

【給与支払報告書の提出】

2025年の年末調整業務の完了後、給与支払報告書を総括表とともに提出します。

（提出期限）2026年2月2日（月）（※2）

（提出先）2026年1月1日現在（退職の場合は退職日現在）における従業員の住所地の市区町
村

※2：原則1月31日。 土日祝にあたる場合はその翌々日または翌日（平日）

【労働保険料の納付期限（第3期）】

労働保険料を3回に分割して納付する企業は、第3期の労働保険料を支払います。

（納付期限）2026年2月2日（月）（※3）（※4）

（納付方法）金融機関で窓口納付、口座振替、電子納付

※3：原則1月31日。土日祝にあたる場合はその翌々日または翌日（平日）

※4：労働保険事務組合に委託している場合は、事務組合から連絡される納付の日付をご確認
ください。

【労働者死傷病報告の提出（10月〜12月分）】

休業4日未満の労働災害が発生した場合に提出します。

（提出期限）2026年2月2日（月）（※5）

（提出先）管轄の労働基準監督署

※5：原則1月31日。土日祝にあたる場合はその翌々日または翌日（平日）

【源泉所得税の納期の特例（7月～12月分）】

従業員数10人未満で、納期の特例制度の適用を受けている企業は、7月～12月分の源泉所得税
を納付します。

（納付期限）2026年1月20日（火）

（納付方法）管轄の税務署または金融機関で窓口納付、キャッシュレス納付、コンビニ納付

【36協定の届出】※時期は企業による



36協定の有効期限を迎える場合、再締結および届出を行います。

（届出期限）新たな有効期間の開始日（例：1月1日）

（届出先）管轄の労働基準監督署

【法改正情報】

2026年1月には、以下の法改正が実施されます。

3月の業務
【健康保険料率・介護保険料率の改定】

3月分から、健康保険料および介護保険料の料率が変わります。協会けんぽなど各保険者から
発表される新たな保険料率を確認し、給与計算システムの設定の見直しを行います。

4月の業務
【雇用保険料率の改定】

4月分から、雇用保険料の料率が変わります。

【労働者死傷病報告の提出（1月〜3月分）】

休業4日未満の労働災害が発生した場合に提出します。

（提出期限）2026年4月30日（木）

（提出先）管轄の労働基準監督署

【新入社員の入社手続き】※時期は企業による



・社会保険、雇用保険の資格取得手続き

・労働条件通知書や労働者名簿の作成

・雇入れ時の健康診断の実施　など

【人事異動、昇進や昇格などの対応】※時期は企業による

・辞令交付の準備

・昇進や昇格・降格などに伴う給与改定

・社会保険、雇用保険の手続き（転勤などで勤務する事業所が変更したとき。ただし、一括適
用されている事業所は手続き不要。）

【定期健康診断の実施】※時期は企業による

定期健康診断は、毎年1回従業員に受診させなければなりません。従業員数50人以上の企業は
労働基準監督署に結果報告が必要です。

なお、以下の健康診断も実施義務があるためご留意ください（有害な業務を行う従業員には、
さらに別の健康診断が必要な場合があります）。

（出典）厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう～労働者の健康確保
のために～』（一部抜粋して掲載）

https://www.mhlw.go.jp/content/001436958.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001436958.pdf


【法改正情報】

2026年4月には、以下の法改正が実施されます。

5月の業務
【障害者雇用納付金の申告および納付、障害者雇用調整金などの申請】



常時雇用する従業員数が100人を超える企業は、2026年5月15日（金）までに申告および納
付、または申請が必要です（従業員数100人以下の企業は、「7月の業務」をご確認くださ
い）。

6月の業務
【労働保険の年度更新】

労働保険料について以下の手続きを行います。

・前年度の確定保険料の申告および概算保険料の精算

・新年度の概算保険料の申告および納付

（申告および保険料納付の期間）2026年6月1日（月）から2026年7月10日（金）（※1）

（申告書の提出方法）電子申請、郵送（封筒に記載されている送付先）、持参（※2）

（納付方法）金融機関で窓口納付、口座振替、電子納付

※1：労働保険料の納付を3回に分割して支払う企業は、第1期の労働保険料を支払う

※2：管轄の都道府県労働局、労働基準監督署、社会保険・労働保険徴収センター、金融機関
（口座振替の場合は不可）

なお、労働保険の電子申請が義務付けられている事業場は、2026年度から紙の申告書が届き
ません。くわしくは厚生労働省の資料にてご確認ください。

参考｜厚生労働省『2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。』

【住民税額の更新】

https://www.mhlw.go.jp/content/000511981.pdf


住民税は、前年の所得に基づいて1年間の税額が決められます。各市区町村から｢特別徴収税額
の決定通知書｣が企業に届き、通知された年税額は、6月から翌年5月の12か月に分けて給与か
ら徴収します。

そのため、あらかじめ給与計算システムの住民税額を更新しておきます。

【住民税の納期の特例（前年12月～5月分）】

従業員数10人未満で、納期の特例制度の適用を受けている企業は、前年12月〜5月分の住民税
を納付します。

（納付期限）2026年6月10日（水）

（納付方法）金融機関で窓口納付、キャッシュレス納付　など

【高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出】

毎年6月1日現在の高年齢者や障害者の雇用状況を報告します。

障害者雇用状況報告の提出対象は、従業員数40人以上の企業です。

（提出期間）2026年7月15日（水）

【新規高卒者のハローワークによる求人申込の受付開始】

来春高校卒業予定者の採用を考えている企業は、毎年厚生労働省から発表される採用選考期日
を参考に採用計画を立てることをおすすめします。

（出典）厚生労働省『令和8年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等を取りまと
めました』（一部抜粋して掲載）

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/press20240206_job_application_schedule_of_2025_highschool_graduates_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/press20240206_job_application_schedule_of_2025_highschool_graduates_00001.html


7月の業務
【算定基礎届の届出（定時決定）】

健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額と現在の報酬とのあいだに大きな差が生じないよう
に、企業は毎年4月〜6月の報酬月額を届出します。届出した内容をもとに、その年の9月分か
ら翌年8月までの標準報酬月額が日本年金機構により決定されます。

（届出期限）2026年7月10日（金）

（届出先）事務センター、管轄の年金事務所

【賞与の支給、賞与支払届の届出】※時期は企業による

賞与を支払った企業は、「被保険者賞与支払届」を提出します。なお、日本年金機構に登録し
ている賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、賞与不支給報告書の提出が必要です。

（届出期限）賞与支払日から5日以内

（届出先）事務センター、管轄の年金事務所

【労働者死傷病報告の提出（4月〜6月分）】

休業4日未満の労働災害が発生した場合に提出します。

（提出期限）2026年7月31日（金）

（提出先）管轄の労働基準監督署

【源泉所得税の納期の特例（1月～6月分）】

従業員数10人未満で、納期の特例制度の適用を受けている企業は、1月〜6月分の源泉所得税
を納付します。

（納付期限）2026年7月10日（金）

（納付方法）管轄の税務署または金融機関で窓口納付、キャッシュレス納付、コンビニ納付

【障害者雇用の報奨金、在宅就業障害者特例報奨金の申請】

常時雇用する従業員が100人以下の企業は、2026年7月31日（金）までに申請が必要です（従
業員数100人超の企業は、「5月の業務」をご確認ください）。



【法改正情報】

2026年7月には、以下の法改正が実施されます。

9月の業務
【社会保険料の改定（定時決定の結果反映）】

定時決定により見直しされた標準報酬月額は、9月分の社会保険料から適用されます。ただ
し、7月〜9月の随時改定に該当する場合は、随時改定による標準報酬月額が優先されます。

10月の業務
【地域別最低賃金の改定による賃金の見直し】

地域別最低賃金を下回る従業員がいる場合は、最低賃金以上への賃金引上げが必要です。

なお、地域別最低賃金は例年10月に改定されますが、2025年は11月以降に改定された都道府
県も多くありました。2026年も発効日に注意が必要です。

【労働者死傷病報告の提出（7月〜9月分）】

休業4日未満の労働災害が発生した場合に提出します。



（提出期限）2026年11月2日（月）（※）

（提出先）管轄の労働基準監督署

※原則10月31日。土日祝にあたる場合はその翌々日または翌日（平日）

【労働保険料の納付期限（第2期）】

労働保険料を3回に分割して納付する企業は、第2期の労働保険料を支払います。

（納付期限）2026年11月2日（月）（※1）（※2）

（納付方法）金融機関で窓口納付、口座振替、電子納付

※1：原則10月31日。土日祝にあたる場合はその翌々日または翌日（平日）

※2：労働保険事務組合に委託している場合は、事務組合から連絡される納付の日付をご確認
ください。

【法改正情報】

2026年10月には、以下の法改正が実施されます。

11月の業務
【被扶養者状況リストの提出】※時期は保険者による

従業員の健康保険上の扶養家族について、収入など現在の状況を確認してまとめたリストを提
出します。なお、協会けんぽは毎年11月頃に実施しますが、健康保険組合の実施時期は組合ご
とによって異なります。

（提出先）協会けんぽや健康保険組合などの保険者



12月の業務
【年末調整】

年末調整の業務は、従業員に提出を求める申告書が数種類あり、添付書類も従業員によって異
なるなど大変煩雑です。多くの労務担当者にとって1年で一番忙しい時期になることから、早
めの準備をおすすめします。

【住民税の納期の特例（6月～11月分）】

従業員数10人未満で、納期の特例制度の適用を受けている企業は、6月〜11月分の住民税を納
付します。

（納付期限）2026年12月10日（木）

（納付方法）金融機関で窓口納付、キャッシュレス納付　など

【賞与の支給、賞与支払届の提出】※時期は企業による

賞与を支払った企業は、「被保険者賞与支払届」を提出します。なお、日本年金機構に登録し
ている賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、賞与不支給報告書の提出が必要です。

（提出期限）賞与支払日から5日以内

（提出先）事務センター、管轄の年金事務所

【ストレスチェックの実施】※時期は企業による

メンタルヘルスの不調を未然に防ぐため、従業員数50人以上の企業に対して、ストレスチェッ
クの実施が義務付けられています。

毎月の定例業務、随時発生する業務
ここまで年間の業務を解説しましたが、当然ながら毎月の定例業務も並行して行わなければな
りません。さらに人の動きや人事制度の変更、法改正等に伴い随時発生する業務も数多くあり
ます。



人事労務の実務カレンダー
労務担当者は、漏れなく確実に業務を行うため、月ごとおよび1年の見通しをたてながら作業
を進める必要があります。

以下は人事労務の実務カレンダーです。2026年の法改正も記載していますので参考にしてくだ
さい。

参考・ダウンロード｜   『人事労務　実務カレンダー（2026年法改正付き）』

おわりに
労務担当者は、企業そして従業員を支える役割を担っています。実務では、法令等の専門知識
が求められるうえ、細かい作業や、期限のある手続きも多く発生します。多くの業務を円滑に
進めるためにも、法改正対応を含めた2026年の年間スケジュールを把握しておくことをおすす
めします。

https://drive.google.com/file/d/1iaQx1-FJRSVWhgRUoOkFDS8z2pIhzp4l/view



